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研究成果の概要（和文）：人類による捕鯨活動は5000年を超える歴史を有しているが、近年、グローバルな反捕
鯨運動や気候変動の影響で世界各地の捕鯨活動および捕鯨文化の存続が危機に瀕している。本研究では、アラス
カやカナダ極北地域、デンマーク自治領のグリーンランドとフェロー諸島、ノルウェー、アイスランド、日本な
どにおける捕鯨および捕鯨文化の実態を現地調査によって民族誌的に記録に残すとともに、それらが直面してい
る諸問題や捕鯨文化の将来について比較検討した。人類とクジラの関係はこの半世紀の間に大きく変化してきた
が、世界各地の先住民社会や漁民社会では捕鯨が文化的アイデンティティの基盤となっていることが判明した。

研究成果の概要（英文）：Human beings have hunted whales in various places on the earth for more than
 5000 years. However, the whaling is currently threatened by anti-whaling movements and climate 
change on a global scale. This study records several types of whaling activities and cultures 
ethnographically based on field research in Alaska, Arctic Canada, Greenland Faroe Islands, Norway, 
Iceland, and Japan among others, and compares several  problems faced with the whaling and its 
futures in the areas. Although human relationships with whales have been changed drastically for the
 last half century, whaling activities are turned out to form a basis for their cultural identity 
among a lot of contemporary Indigenous and local fishermen societies across the world.

研究分野： 文化人類学

キーワード： 捕鯨文化　グローバル化　伝統継承　反捕鯨運動　流通･消費　先住民生存捕鯨　商業捕鯨　小型沿岸捕
鯨
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研究成果の学術的意義や社会的意義
近年、文化人類学的な現地調査がほとんど行なわれていなかったアラスカやカナダ極北地域、グリーンランド、
ノルウェー、アイスランド、フェロー諸島などの捕鯨と捕鯨文化の実態、捕鯨が直面している諸問題について記
録し、比較検討した点に学術的な意義がある。また、反捕鯨運動や地球温暖化などが捕鯨に及ぼした諸影響を解
明した点にも学術的な意義がある。さらに、世界が抱える捕鯨問題を考え、解決を模索するための情報を発信し
た点に社会的な意義がある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

1970 年代以降、世界的な風潮として欧米諸国や中南米諸国、オーストラリア、ニュージーラ
ンドを中心に捕鯨に反対する動きが顕在化した。とくに環境保護や動物保護を目的とした国際
NGO・NPO は、世界各地で反捕鯨運動を繰り広げ、捕鯨活動を物理的に妨害する事件も発生
した。世界的な捕鯨管理組織である国際捕鯨委員会（略称 IWC）においては反捕鯨を支持する
加盟国数が増加し、捕鯨推進国と激しく対立するようになり、両者とも全体の 4 分の 3 以上の
数を獲得できず、膠着状態が続き、商業捕鯨の再開もまったくめどがつかない状況に陥り、1990
年代以降同委員会は機能不全に陥ってきた。このような状況下で、捕鯨をめぐる状況を正しく
理解し、問題解決を図るためには、日本を含めた世界各地の捕鯨と捕鯨文化、それらをめぐる
諸問題、反捕鯨運動の実態を把握する必要があると考えるに至った。 
 なお、研究実施中に日本の捕鯨をめぐる状況は大きく変わった。2014 年 3 月にはハーグの
国際司法裁判所において日本の調査捕鯨が調査捕鯨の要件を満たしていないという違法判決が
出され、日本は調査捕鯨の見直しを行わざるを得なくなった。そして 2018 年 12 月には日本政
府は IWC からの脱退を決定し、2019 年 7 月から日本の排他的経済水域において商業捕鯨を再
開することを表明した。 
 
２．研究の目的 
人類による捕鯨活動は 5000 年を超える歴史を有し、今日でもアラスカやカナダ極北地域、

デンマーク領のグリーンランドとフェロー諸島、ノルウェー、アイスランド、日本などでは捕
鯨が行なわれている。また、韓国では混獲された鯨類を食する文化が存続している。しかし、
近年、グローバルな反捕鯨運動の影響で、世界各地の捕鯨活動および捕鯨文化の存続が危機に
瀕している。本研究では、歴史性を考慮しながら、国際政治や環境保護運動などの影響下にあ
る世界各地の捕鯨および捕鯨文化の実態を、現地調査によって民族誌的に把握し、記録に残す
とともに、アクターネットワーク論の視点から解明する。また、捕鯨や捕鯨文化が直面してい
る諸問題や捕鯨文化の将来について比較検討し、人類による鯨類利用と鯨類の保全を視野に入
れた問題解決のための提言を行う。 
 
３．研究の方法 
 本研究を実施するに当たり、世界各地の捕鯨に関するデータを現地調査によって収集すると
ともに、収集したデータを整理・分析し、共同研究会において比較検討した。 
(1)研究代表者と研究分担者、研究協力者は、下記の地域もしくは団体を対象とした捕鯨に関す
る文化人類学的フィールド調査を実施した。岸上伸啓（アラスカとカナダ極北地域のホッキョ
ククジラ猟、北アメリカ北西海岸地域のコククジラ猟）、浜口尚（カリブ海ベクウェイ島のザト
ウクジラ漁とアイスランドのミンククジラ・ナガスクジラの商業捕鯨）、河島基弘（デンマーク
自治領フェロー諸島のゴンドウクジラ猟と英国の国際環境･動物保護 NGO/NPO）、李善愛（韓国
の鯨食文化と反捕鯨運動）、赤嶺淳（ノルウェーのミンククジラ漁と鯨肉の加工・流通）、高橋
美野梨（グリーンランドの先住民捕鯨と EU の捕鯨政策）、本多俊和（グリーンランドの先住民
捕鯨）、石川創（ノルウェーのミンククジラ漁と日本の小型沿岸捕鯨） 
(2)各自はデータを整理、分析し、共同研究会において調査結果を比較検討した。 
(3)データの分析方法としては、共通の視点としてアクターネットワーク論を採用し、捕鯨をめ
ぐる諸アクター（要因）との諸関係に注意を払いつつ、捕鯨の実態を把握し、分析することを
試みた。 
 
４．研究成果 
 本プロジェクトの実施によって下記の点が明らかになった。 
(1)クジラや捕鯨をめぐる最近のグローバルな風潮として、クジラを環境のシンボルや保護の対
象と考える立場、すなわち反捕鯨の立場が年々、強まりつつある。国際的な捕鯨の管理機関で
ある国際捕鯨委員会（略称 IWC）は、捕鯨反対派と捕鯨推進派との対立が継続し、機能不全に
陥っており、商業捕鯨の再開も禁止も決定できない状況にある。国際的な環境保護･動物保護
NGO/NPO は反捕鯨運動を大々的に繰り広げている。また、EU諸国や米国、中南米諸国、ニュー
ジーランドやオーストラリアの各国政府は反捕鯨を環境政策として採用している。そして現代
の捕鯨をめぐる対立は、科学的な根拠に基づく論争というよりも、きわめて政治的で感情的な
色彩の濃いものである。 
(2)アラスカ、北アメリカ北西海岸地域、カナダ極北地域、グリーンランド、セントビンセント
およびグレナディーン諸島国ベクウェイ島における先住民による捕鯨の実態に関する最新の情
報を収集した。アラスカなどでは捕鯨文化が息づいている一方、グリーンランドなどでは捕鯨
文化が衰退する傾向が見られた。一部地域では、クジラを観光資源化する動きが活発になって
いる。たとえば、ベクウェイ島やカナダ･バンクーバー島などの一部地域では捕鯨に代わり、ホ
エール・ウォッチングをビジネスとして推進する動きが強くなり、捕鯨推進･再開派と対立する
ようになった。 
(3)先住民捕鯨の場合は、原則として鯨肉や脂皮は金銭による販売が禁止されているため、捕鯨
者は捕鯨から現金を得ることはできない。このため、捕鯨を実施するための経費の調達が大き
な問題となっている。なお、グリーンランドやベクウェイ島では鯨肉の一部は商業流通してい



る。現代の生業と現金との関係は、重要な研究課題のひとつである。また、彼らは国際規制や
国内規制のもとで捕鯨を実施しており、外部から強制される諸規制に対し不満を持っている。
先住民や地域漁民と政府機関が鯨類の共同管理を円滑に行うためには、先住民や地域漁民が共
同管理に積極的に参加し、重要な役割を果たすことが必要である。 
(4)アイスランドのミンククジラやナガスクジラは、国内消費よりもむしろ外国人観光客による
消費や日本への輸出が大きな比重を占めている。アイスランドでは、ホエール・ウォッチング
が観光産業として拡大しており、捕鯨との対立関係が顕在化している。 
(5)ノルウェー北部では夏季にミンククジラ漁が行われ、その産物である鯨肉は国内に流通する
とともに、アイスランドや日本に輸出されている。ノルウェーの商業捕鯨では、同国政府が捕
鯨資源の持続的利用をめざすとともに、零細捕鯨者支援によって地域社会の維持・活性化を図
る政策をとり、鯨肉の品質向上や輸出拡大を図っていることが分かった。また、現在の捕鯨産
業を支えているのは季節的に雇用されるポーランド人ら海外労働者であることも判明した。 
(6)デンマーク自治領フェロー諸島ではゴンドウクジラが毎年、夏季に島民によって捕獲されて
いる。環境保護団体「シーシェパード」による妨害活動で島民の中には逆に捕鯨の文化的重要
性に目覚める者が出る一方で、汚染による影響を危惧して鯨肉の摂取を控える動きが広がって
いることが判明した。 
(7)デンマーク領グリーンランドでは、現在 IWC の管理下で先住民生存捕鯨が実施されている。
グリーンランド西部地域ではミンククジラ猟が積極的に行われている一方、鯨類の観光資源化
の動きがみられることや捕獲制限に対して不満があることが分かった。また、グリーンランド
では鯨肉が商業流通しているが売れ残ることがあることや、ホエール・ウォッチングが実施さ
れていること、デンマークの近代化政策がグリーンランドの捕鯨に大きな影響を及ぼしたこと
が判明した。 
(8)韓国では捕鯨を実施していないが、混獲によってクジラが捕獲されている。その鯨産物を利
用した鯨食文化が存続している。とくに南部のウルサン地域では地域住民や行政関係者がエ
コ・ツーリズムを展開しながら捕鯨に関連する伝統文化の維持を図っており、クジラをテーマ
にした観光資源戦略を展開し、村の活性化を図っていることが分かった。 
(9)イギリスの「世界動物保護協会」や米国東海岸にある「国際人道協会」と「動物の倫理的扱
いを求める人々の会」における反捕鯨運動に関する調査の結果、欧米社会独自の自然観や鯨観
の存在が明らかになった。これらの見方が、反捕鯨運動の根底にある。 
(10)欧州連合（EU）機関およびデンマーク領グリーンランド自治政府において捕鯨政策や環境
政策に関する調査を行った結果、水域共通管理を進める EU と、それに対するグリーンランドの
不信感という基本的な構図を確認できた。 
(11)日本では網走や鮎川、和田浦、大地において小型沿岸捕鯨が行われている。日本政府は 2019
年 7月から日本の経済的排他水域でのミンククジラの商業捕鯨の再開を決定したが、国家から
の支援がなければ、その採算性と持続可能性については不透明である。 
(12)本プロジェクトの成果を総合すれば、世界各地の商業捕鯨や先住民生存捕鯨、イルカ猟の
将来は決して明るいとはいえない。現在の捕鯨者が捕鯨を継続させるためには、当事者が強い
継続の意志を持ち続けるとともに、世界中の人びと（一般市民）から捕鯨についての理解と同
意を得ることが必要である。文化人類学者らの研究者は、一般の人びとが判断材料とすること
ができるより客観的で信頼性の高い捕鯨や捕鯨文化に関するデータを社会一般に発信すること
によって、捕鯨問題の解決や問題緩和に貢献できる。 
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